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 「第３号被保険者の離婚時の年金分割」に
 ついての概要（平成２０年４月施行）

 平成20年4月1日に施行された法律改正に伴う当基金の対応に
 ついて、平成20年2月27日開催の第91回代議員会において審議
 され、3月26日厚生労働大臣あて認可申請を行いました。

当基金の対応について

 原則として国と同じ取扱いですが、独自給付（プラスアル
 ファ）部分については、分割対象にはなりません。

離婚時に第３号被保険者期間分の
厚生年金を分割

 平成20年4月から『被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者)の
 ある厚生年金保険被保険者(国民年金の第2号被保険者)が負担
 した厚生年金保険料の保険料は、夫婦が共同で負担したもので
 ある』という基本的認識が法律に明記され、そのうえで、夫婦
 が離婚した場合には、第3号被保険者期間について、第2号被保
 険者の厚生年金保険の標準報酬の2分の1を分割して受けること
 ができます。これが「第3号被保険者の離婚時の年金分割」(以
 下「3号分割」)です。
 この分割により、夫婦であったそれぞれに基礎年金と厚生年金
 の給付を行うことになります。

「３号分割」のしくみのポイント

 ■被扶養配偶者からの請求があれば同意がなくても分割できる
　
　 3号分割は、第3号被保険者または第3号被保険者であった人
　 からの請求により分割が認められ、その配偶者(第2号被保険
　 者)の同意をとる必要はありません。
 　なお、第3号被保険者は妻のみではないので、男性が分割を
　 受ける対象者に該当する場合もあります。

 ■3号分割は保険料納付記録の2分の1を分割します
　
　 3号分割は、実際には年金額が分割されるのではなく、3号分
　 割の対象となる期間の厚生年金保険の標準報酬(標準報酬月
　 額及び標準賞与額)納付記録を分割するということです。
　 具体的には、毎月の給与時に納めた厚生年金保険料の納付記
　 録(標準報酬月額)と賞与支給時に納めた納付記録(標準賞与
　 額)の2分の1が、相手の納付記録に移行して記録されること
　 となります。
　 この3号分割により、分割の対象となる者は、自分の標準報
　 酬が2分1に改定され、分割を受けた者は、分割を受けた標準
　 報酬が新たに決定されます。
　 分割された標準報酬が年金額に反映されるのは、本人の年金
　 支給開始年齢からとなります。

 ■平成20年4月1日以降から離婚までが対象となります

 　3号分割の対象となるのは、平成20年4月1日以降から離婚し
　 た時点までの第3号被保険者期間に対するその配偶者の厚生
　 年金保険の期間ですので、3号分割は第2号被保険者と第3号
　 被保険者の間でのみ行うことができるものです。
　 第3号被保険者は20歳以上60歳未満の要件があるため、平成
　 20年3月までに、20歳未満で離婚した人や平成20年3月までに
　 60歳を迎えた人は対象となりません。

「３号分割」の要件

 ◆平成20年4月以降の離婚または婚姻の取消を対象
　 (＊離婚時の前月までの3号期間が分割対象となりますの
　　　で、平成20年4月中での離婚については3号分割の対象
　　　外となります。)

 ◆分割対象となる期間は、平成20年4月以降の被扶養配偶者
　 が第3号被保険者であった期間

 ◆第2号被保険者であった者から、第3号被保険者であった
　 者に分割

 ◆3号分割の方法は、第3号被保険者期間中の第2号被保険者
　 の保険料納付記録を2分の1の割合で分割

 ◆分割は、合意を必要とせず、第3号被保険者であった者か
　 ら社会保険庁長官に標準報酬の改定請求をすることで決定
　 されます。また、離婚から何年経っても請求は可能です。

「３号分割」と「合意分割」

 離婚時における「合意分割」の請求を行う際、その対象期間
 に3号分割の対象となる婚姻期間が含まれる場合には、「合意
 分割」の請求があった時点で、合わせて「3号分割」の請求が
 あったものとみなされ、「3号分割」による改定後に当事者双
 方の標準報酬を前提に「合意分割」が行われます。

 ＊「合意分割」とは
　平成19年4月1日から実施されている離婚時の厚生年金の分割
　制度で、平成19年4月1日以降に成立した離婚が対象となり、
　当事者が合意すれば、婚姻期間中の厚生年金を合意した割合
　で分割することができる制度です。
　平成19年4月1日以降の離婚であれば、同年3月以前の婚姻期
　間も分割の対象となります。
　分割されるのは、全ての厚生年金保険の期間ではなく、婚姻
　期間中の厚生年金で、夫婦で厚生年金保険に加入していた場
　合は、婚姻期間中の給与の総額の多い人から少ない人へ分割
　できます。専業主婦であった場合は、婚姻期間中の夫の厚生
　年金保険の記録が分割されます。
　分割の割合は、夫婦で協議し、夫婦双方の婚姻期間中の厚生
　年金保険料納付記録を合計したものの2分の1までが上限とさ
　れます。合意がまとまらない場合は、裁判所で合意割合を決
　めることになりす。
　請求は、原則として離婚後2年以内に行わなければならず、
  手続きは社会保険事務所に分割の請求を提出します。

  　　＝合意分割における対象期間標準報酬
　3号分割を先に行い、　　の部分で合意分割を行う

3号分割
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14年度末 15年度末 16年度末 17年度末 18年度末 20/2末

加 8989 8781 7808 7746 7498 7,383

給 2805 2739 2408 2398 2328 2311

受 5037 5274 5482 5620 5526 5,683

年 2106 2277 2437 2554 2628 2752

信 28876 28385 30394 35218 36867 31583

国内債券 国内外国外国資産合計
第１四半期末 0.00 0.03 0.04 0.1257 0.038

第２四半期末 -0.002 -0.0612 0.0309 0.0621 -0.0088

2月末 -0.0151 -0.0238 0.0199 -0.01474 -0.01198

　原則として離婚時
　から2年以内

請求期限の規定なし請 求 期 限

　按分割合に基づき決
　定された改定割合に
　より標準報酬を分割

　扶養者の標準報酬の
　2分の1を被扶養配偶
　者に分割

　第1号改定者又は第2
　号改定者が社会保険
　庁長官に請求

　被扶養配偶者であっ
　た者が社会保険庁長
　官に請求

請 求 手 続 き

分 割 割 合

　按分割合について
　当事者の合意が必要

当事者の合意は不要分 割 の 要 件

　平成19年4月以降の
　離婚等について施行
　日前の婚姻期間を含
　めて対象

　平成20年4月以降の
　離婚等について同日
　以降の第3号被保険
　者期間のみを対象

分割対象期間

対 象 者

「合意分割」 「3号分割」

所在地変更 ㈱ジーエムシー 千代田区神田西福田町 H19.12.22

異動区分 事　業　所　名 異動内容（新） 適用年月日

施 行 日 平成19年4月1日 平成20年4月1日

第1号改定者― 分割
→第2号改定者

扶養者― 分割
　　→被扶養配偶者

　中旬　　政府負担金実績報告
　　　　　業務報告書の提出
　4/23　　年金資産運用委員会
　下旬　　第四半期運用ヒヤリング

【お願い】
当「基金情報」を 加入員の方々が閲覧いただけるよう

ご配意方お願いいたします

ホームページでもご覧いただけます
当「基金情報」をホームページに掲載しています

創刊号から直近号までご覧いただけます
加入員の方も職場や家庭でぜひお読みください

http://www.glskkn.com
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加入員数（人）

信託資産額（百万円）

受給権者数（人）

年金総額（百万円）

給与総額（百万円）

主要事業の推移

設立事業所の異動（規約変更関係等）・２月処理分

当基金では退職により当基金を脱退された方が、年金支給開始
年齢に達する前月末に退職時のご住所あてに「裁定請求書」を送
付して年金請求をするよう通知しておりますが、退職後に住所、
氏名の変更があり、基金へご連絡が無い場合、裁定請求書がご
本人に届かず、年金支給ができないことがあります。
この様なことを防ぎ、年金を確実に支給するために、ご退職され
る方へ住所や氏名に変更があった場合は当基金に必ずご連絡す
る様、お知らせ願います。
事業主の皆様、加入員の皆様にはご協力の程よろしくお願い申し
上げます。

年金の確実な支給のために

年金資産の運用状況・修正総合利回り＜平成1９年度＞
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　従来、電話でもお答えしておりました年金額などのご相
談につきまして、個人情報を保護する目的から今後は書
面にて回答させていただきます。
　また、事業所のご担当者の方など第３者の方からお問
合せいただく場合には、お手数ですが委任状をご提出く
ださい。

年金相談についてのお願い

　
　掛金の納付は便利な口座振替をご利用ください。
  毎月、月末に自動引き落としとなります。
  納め忘れもなく、振込手数料もかからず、手続きも簡単
　です。
　≪口座振替銀行≫
  みずほ銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、
  りそな銀行、東京都民銀行、東京東信用金庫

  このほか、りそな決裁サービスを利用することにより、
　他の都市銀行、信託銀行、地方銀行、第二地方銀行、信
　金、労金、郵便局、信用組合(※)、農業協同組合(※)な
　どの金融機関からでも口座振替を行うことができます。
　(振替日は２８日となります。)　(※)一部の金融機関
　は除きます。

　 詳しくは当基金までお問合せください。

　＊３月分の掛金納入期限は、４月３０日となります
　　ので、ご協力お願いいたします。

掛金は完納しましょう

「３号分割」と「合意分割」の比較


